
高梁市告示第１０５号 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

高梁市長  石 田 芳 生   

 

高梁市告示第１０５号 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の商業振興及び地域経済の活性化に資する事業に要する経費に対し、

予算の範囲内で高梁市地域商業活性化支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付に関しては、高梁市補助金等交付規則（平成１６年高梁市規則第４５号。

以下「規則」という。）のほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 商店街 市内の商工団体が把握している商店街等で、市長が別に定めるものをいう。 

(2) 新規分野 現に営んでいる業種と異なる業種（日本標準産業分類の中分類までに限る。）

をいう。 

(3) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 事業を営んでいない個人であって、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条

に規定する開業の届出をし、又は会社を設立したことにより、新たに事業を開始するも

の 

イ 個人であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、かつ、新たに会社を設

立し、事業を開始するもの 

ウ 会社又は個人であって、現在の事業の全部又は一部を継続して実施し、新規分野で事

業を開始するもの 

(4) 起業の日 法人の場合にあっては会社設立の日又は新規分野で事業を開始する日とし、

個人事業者の場合にあっては開業の日又は新規分野で事業を開始する日をいう。 

(5) 事業承継日 法人の場合にあっては代表者の変更日、個人事業者の場合にあっては税

務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の開業日をいう。 



(6) 事業所 主たる企業活動の拠点（販売拠点、生産拠点、研究拠点その他市長が認めるも

の）をいう。 

(7) 認定支援機関 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第３１条の規定によ

り認定を受けている認定経営革新等支援機関をいう。 

(8) 生活物資 食料品及び日常生活用品（燃料及び酒類を除く。）をいう。 

(9) 買物困難集落 日常生活において徒歩又は公共交通機関の利用による生活物資の調達

が困難な集落で、市長が別に定めるものをいう。 

(10) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと日時を設定し、買物困難集落の市民を対象者

として、自動車により生活物資を販売する形態（特定の販売品目のみの販売、車内で調理

加工した食品等の販売、特定の世帯又は施設に訪問しての販売及び商品のみを配達するも

のを除く。）をいう。 

(11) 個人商店等 生活物資を取り扱い、従業員数が概ね５人未満の小売業を営む市内の事

業者（有限会社等の法人を含む。）をいう。 

(12) 大規模小売店舗等 生活物資を取り扱い、従業員数が概ね５人以上の小売業を営む市

内の事業者（有限会社等の法人を含む。）又は市内に事業所があるスーパーマーケットその

他の大規模小売店舗（大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に

規定する大規模小売店舗をいう。）又は農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基

づき設立された農業協同組合をいう。 

(13) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する

中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 市内に主たる事業所を有する会社 

イ 市内に住所及び事業所を有する個人（主たる収入がその事業によるものでない者を除

く。） 

(14) 経営革新計画 中小企業等経営強化法第１４条の規定による承認を受けた経営革新に

関する計画をいう。 

(15) 都市機能誘導区域 高梁市立地適正化計画で、都市機能誘導区域として設定されてい

る区域をいう。 

(16) 伝建地区区域 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１４４条の規定に基づ

き、市内における国が選定した重要伝統的建造物群保存地区をいう。 

(17) 大型商業施設 店舗面積が１，０００平方メートルを超える大規模小売店舗等であっ



て、大規模小売店舗立地法の届出が必要となる市内の施設をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に該当する区

分に応じ、当該各号の要件を満たす事業とする。 

(1) 共同施設整備事業 商店街の経営改善上必要にして、かつ、有効な共同施設又は設備を

新規に整備若しくは整備後１０年以上を経過して改修するもの 

(2) 新規開業等支援事業 起業又は新規分野に参入し新たに事業を開始するもの 

(3) 対面型店舗等リニューアル促進事業 既存店舗の集客力向上、その他地域商業の活性

化に向けた店舗等の活用を図るもの 

(4) 移動販売事業 市内の買物困難集落のニーズを把握し、対象地域を定期的に巡回して

移動販売を行うもの 

(5) 経営革新支援事業 経営革新計画に基づいて実施するもの 

(6) 事業承継支援事業 事業承継に係る具体的な計画（以下「事業承継計画」という。）に

基づき事業を承継するもの 

(7) 支店・営業所開設支援事業 店舗等の支店又は営業所を新たに開設するもの 

（補助対象者、補助対象経費、補助率及び交付限度額） 

第４条 補助対象者、補助対象経費、補助率及び交付限度額は、別表第１の補助対象事業の欄

に定める区分に応じ、当該各欄に定めるとおりとし、次の各号いずれにも該当する個人又は

法人とする。ただし、別表第２に該当しない業種とする。 

(1) 起業の日に、市内に居住又は居住を予定している者であること。 

(2) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者で、認定支援機関が支援する起業、

新規分野参入又は事業承継について具体的な計画を有するものであること。 

(3) 市税を完納している者であること。 

(4) 許認可等を要する業種を起業又は新規分野に参入する者については、既に当該許認可

等を受けているもの又は当該許認可等を受けることが確実と認められるものであること。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会

的団体及びその構成員でないこと。 

(6) 補助対象事業において、国、県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていな

い、又は受けていないこと。 



(7) その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと。 

２ 補助金の交付は、１事業者につき原則１回限りとする。ただし、市長が特別の事情がある

と認める者は、この限りでない。 

３ 補助金の交付を受けた個人又は法人は、直近の補助金の交付日の属する年度から起算して

５年度を経過したときは、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請することができる

ものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表第１に定める補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、同表に

定める交付限度額を上限とする。 

２ 新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業及び支店・営業所開設支援事業

に係る補助金の加算額は、別表第３のとおりとする。 

３ 前２項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨

てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業を開始

する前に高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第３条第２号及び第７号に定め

る補助対象事業の申請については、実際に事業活動を開始した日から起算して６０日を経過

する日までの提出においても認めるものとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 見積書その他補助対象経費が確認できるもの 

(4) 申請者が法人の場合は定款、商店街の場合は規約又は組合員名簿 

(5) 図面及び現況写真 

(6) 新規開業者等においては、新規事業計画書（様式第２号） 

(7) 経営革新支援事業においては、経営革新計画及び承認書の写し 

(8) 事業承継支援事業においては、事業承継計画書（様式第３号） 

(9) 支店・営業所開設支援事業においては、支店等開設計画書（様式第４号） 

(10) 支店・営業所開設支援事業において、申請者が個人事業者の場合は、個人事業の開業

届出書の写し等の市内で５年以上営業していることが確認できる書類 

(11) 認定支援機関による高梁市地域商業活性化支援事業補助金に係る事業計画書の確認



書（様式第５号） 

(12）市税について未納のないことの証明書 

(13）その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の補助金交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付

を決定するとともに、高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付（却下）決定通知書（様式

第６号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を

達成するために必要があるときは、当該決定に条件を付することができる。 

（変更申請等） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）が、当該決定に係る補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは、高梁市地

域商業活性化支援事業補助金変更申請書（様式第７号）に、変更等の内容が分かるものを添

えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の２０パーセント以内の増減

であって、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく補助対象事業の目的の達成をより効

率的に実施するための変更にあっては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは

これを承認するとともに、高梁市地域商業活性化支援事業補助金変更交付（却下）決定通知

書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、高梁市地域商業活性化支援事業補助

金実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支精算書 

(3) 補助対象経費の支払を証する書類 

(4) 図面及び実績写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じ

て実地に調査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及



びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、

当該交付決定者に高梁市地域商業活性化支援事業補助金確定通知書（様式第１０号）により

通知するものとする。 

（請求及び支払） 

第１１条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、請求書により市長に対して補助金の支

払を請求するものとする。 

２ 市長は、請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に対して補助金を支払うものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定

を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が

交付されているときは、その返還を命ずるものとする。 

(1) 補助金の確定通知の日（以下「補助金確定日」という。）から起算して３年以内に許可

なく補助対象事業を休止又は廃止したとき。 

(2) 補助金確定日から起算して３年以内に事業所を市外に移転又は譲渡したとき。 

(3) 個人においては、補助金確定日から起算して３年以内にその個人の住所を市外に異動

したとき。 

(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

(5) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

（補助金の経理及び状況報告） 

第１３条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の日に係

る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事

業が完了した日の属する会計年度の終了後３年間保管しなければならない。 

２ 補助事業者は、市長の求めにより、補助対象事業の実施状況及び事業完了後３年間の経過

状況を認定支援機関の支援を受けて市長に報告しなければならない。 

（財産の管理及び処分） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の末日から起算して３

年を経過する日前に、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようと

するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 



２ 市長は、前項の承認をした者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、収入が

あったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができ

る。 

３ 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加し

た財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果

的運用を図らなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象 

事業 
補助対象者 補助対象経費 

補助率及び 

交付限度額 

共同施設整

備事業 

商店街等の代表者 システム更新費、施設整備費、

備品購入費、設備撤去及びリニ

ューアル費 

補助対象経費の２

分の１以内（交付

限度額１，０００

万円） 

新規開業等

支援事業 

新規開業者、第二創業

者及び新規分野参入者

等 

対象となる店舗等を改修する

経費及び備品購入費等（対象

経費が５０万円以上であるこ

と。） 

補助対象経費の２

分の１以内（交付

限度額５０万円） 

対面型店舗

等リニュー

アル促進事

業 

市内で３年以上営業し

ている直接顧客と対面

する商売を行う中小企

業者 

対象となる店舗等を改修する

経費及び備品購入費等（対象

経費が５０万円以上であるこ

と。） 

補助対象経費の２

分の１以内（交付

限度額５０万円） 

移動販売事

業 

個人商店等 移動販売車の取得及び改造経

費（対象経費が５０万円以上

補助対象経費の２分

の１以内（交付限度



であること。） 額１５０万円）ただ

し、中古車取得の場

合の限度額１００万

円を限度とする。 

大規模小売店舗等 移動販売車の改造経費（対象

経費が５０万円以上であるこ

と。） 

補助対象経費の５

分の１以内（交付限

度額５０万円） 

経営革新支

援事業 

経営革新計画の承認を

受けた中小企業者 

経営革新計画の実施に必要な

事業であって、次のいずれか

に該当する経費。ただし、経営

革新計画の計画期間内かつ申

請年度内に完了するものに限

る。 

(1)市場、競争環境等の調査 

(2)マーケティング戦略の構

築 

(3)商品の開発設計、試作及び

改良 

(4)商品のデザイン、評価及び

テストマーケティング 

(5)販路開拓に資する事業 

(6)建造物、設備、備品等の取

得又は整備 

(7)その他市長が特に必要と

認める事業 

補助対象経費の２

分の１以内（交付限

度額１００万円） 

事業承継支

援事業 

５年以上事業実績のあ

る中小企業者の事業承

継を行う者であって、

事業承継日から３年以

事業承継計画に基づき実施す

る事業であって、対象となる

店舗等を改修する経費、備品

購入費等（対象経費が５０万

補助対象経費の２

分の１以内（交付限

度額５０万円） 



内であるもの 円以上であること。） 

ただし、事業承継計画の計画

期間内かつ申請年度内に完了

するものに限る。 

支店・営業

所開設支援

事業 

市内で５年以上営業し

ている直接顧客と対面

する商売を行う店舗等

の支店又は営業所を都

市機能誘導区域、伝建

地区区域又は大型商業

施設へ新たに開設する

中小企業者 

対象となる店舗等を改修する

経費及び備品購入費等（対象

経費が５０万円以上であるこ

と。） 

補助対象経費の２

分の１以内（交付

限度額５０万円） 

 

別表第２（第４条関係） 

 補助対象外とする業種（日本標準産業分類等に準拠） 

１ 農業、林業、漁業 

２ 金融業、保険業 

３ 医療、福祉 

４ 宗教、政治・文化団体 

５ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以

下「風営法」という。）第２条第１項第１号から第３号までに規定する風俗営業（市長

が特に必要と認める風俗営業は除く。） 

６ 風営法第２条第１項第４号に規定する風俗営業 

７ 風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業 

 

別表第３（第５条関係） 

補助対象事業 補助対象者 加算額 

新規開業等支援事

業、対面型店舗等リ

新規に開業又はリニューアルする

店舗等が都市機能誘導区域又は伝

補助金額に補助対象額の１０％ 

（上限１０万円）を加算する。 



ニューアル促進事業 建地区区域にあるもの 

支店・営業所開設支

援事業 

新たに支店・営業所を開設する店

舗等が都市機能誘導区域、伝建地

区区域又は大型商業施設にあるも

の 

補助金額に補助対象額の１０％ 

（上限１０万円）を加算する。 

新規開業等支援事業 

新規開業者、第二創業者及び新規

分野参入者等で高梁市特定創業支

援事業を受けた者 

補助金額に１０万円を加算す

る。 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

高梁市長        様 

 

住 所 

氏 名                 

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付申請書 

 

年度高梁市地域商業活性化支援事業補助金の交付を受けたいので、高梁市地域商業活

性化支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金の対象となる事業 

２ 事業に要する経費                         円 

３ 補助金の交付申請額                        円 

４ 添付書類 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）見積書その他補助対象経費が確認できるもの 

（４）申請者が法人の場合は定款、商店街の場合は規約又は組合員名簿 

（５）図面、現況写真 

（６）新規開業者等においては、新規事業計画書（様式第２号） 

（７）経営革新支援事業においては、経営革新計画及び承認書の写し 

（８）事業承継支援事業においては、事業承継計画書（様式第３号） 

（９）支店・営業所開設支援事業においては、支店等開設計画書（様式第４号） 

（１０）支店・営業所開設支援事業において、申請者が個人事業者の場合は、個人事業の開

業届出書の写し等の市内で５年以上営業していることが確認できる書類 

（１１）認定支援機関による高梁市地域商業活性化支援事業補助金に係る事業計画書の確認

書（様式第５号） 

（１２）市税について未納のないことの証明書 

（１３）その他市長が必要と認める書類 



事業計画書 

事  業  名  

事 業 期 間  

事業内容 

総 事 業 費                        円 

財 

源 

内 

訳 

市補助金                        円 

そ の 他                        円 

備 考 

  



収支予算書 

 

収入の部                              （単位：円） 

項    目 予 算 額 備   考 

   

   

   

計   

 

支出の部                              （単位：円） 

項    目 予 算 額 備   考 

   

   

   

計 
  



様式第２号（第６条関係） 

新規事業計画書                 〔    年  月  日作成〕 

名 前               

１ 新規開業の動機（新規開業されるのは、どのような目的、動機からですか。） 
 

 

 

 

２ 経営者の略歴等 

経
営
者
の
略
歴 

年 月 

 

内 容 

  

  

  

  

過 去 の 

事 業 経 験 

□事業を経営していたことはない。 

□事業を経営していたことがあり、現在もその事業を続けている。 

□事業を経営していたことがあるが、既にその事業をやめている。 

（⇒やめた時期：   年   月） 

取 得 資 格 

 

□特になし  □有

（                    ） ３ 取扱商品・サービス 

取 扱 商 品 

サービスの 

内 容 

①                       （売上シェア   ％） 

  

②                       （売上シェア   ％） 

 

③                       （売上シェア   ％） 

 

セ ー ル ス 

ポ イ ン ト 

 

 

 

４ 取引先・取引関係等 

 取引先名 

（所在地等） 
シ ェ ア 

掛 取 引 

の 割 合 
回収・支払の条件 

販
売
先 

 

(                         ) 
％ ％    日〆     日回収 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

仕
入
先 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

外
注
先 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

人 件 費 の 支 払     日〆   日支払（ボーナスの支給月    月、    月） 



 

５ 従業員 

常勤役員の人数

（法人の方のみ） 
人 

従 業 員 数 

（うち家族） 

人 

（  人） 

パ ー ト ・ 

ア ル バ イ ト 
人 

６ 借入の状況（法人の場合、代表者の方の借り入れ（事業資金を除きます。）） 

借入先名 使いみち 借入残高 年間返済額 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

７ 必要な資金と調達方法 

必要な資金 金 額 調達の方法 金 額 

設
備
資
金 

店舗、工場、機械、備品、車両な

ど 

（内訳） 

万円 自己資金 万円 

親、兄弟、知人等からの借入 

（内訳・返済方法） 
万円 

市補助金 万円 

運
転
資
金 

商品仕入、経費支払資金など 

（内訳） 
万円 金融機関等からの借入 

（内訳・返済方法） 
万円 

合  計 万円  万円 

８ 事業の見通し（月平均） 

 新規開業当

初 

軌道に乗った後 

（ 年 月頃） 

売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算さ

れた根拠をご記入ください。 

売 上 高 ① 万円 万円 
 

売 上 原 価 ② 

（ 仕 入 高 ） 
万円 万円 

経
費 

人件費
（注） 

万円 万円 

家 賃 万円 万円 

支払利息 万円 万円 

そ の 他 万円 万円 

合 計 ③ 万円 万円 

利 益 

① － ② － ③ 
万円 万円 

（注）個人営業の場合、事業主分は含めません。 

ほかに参考となる資料がございましたら、計画書に添えてご提出ください。 

 



様式第３号（第６条関係） 

事業承継計画書 

前または現経営者氏名： 後継者氏名： 

 

Ⅰ．経営理念（企業ビジョン） 

 

 

Ⅱ-１．企業概要              Ⅱ-２．沿革 

 

Ⅱ-３．受賞歴 

 

Ⅲ 現状の棚卸（現経営者・後継者が共有しておくべきこと） 

 【自社の強み】               【自社の弱み】（経営課題） 

 【事業機会】                【事業脅威】 

 

 

 会社名 

資本金       百万円 

従業員       名 

業種 

事業内容 

 

家族構成 

 

 

  

  



Ⅳ．事業承継における課題の整理 

 課題 解決の担い手 優先度 

会社 

   

経営者 

   

後継者 

   

 

Ⅴ．円滑な事業承継への骨子 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

Ⅵ．承継カレンダー 

（単位：歳・千円・％） 

 年度 年度 年度 年度 年度 

企業 

年齢      

年商      

経常利益      

定款・登記      

その他      

現社長 

年齢      

役職      

持株割合      

後継者 

年齢      

役職      

持株割合      

後継者教育      



様式第４号（第６条関係） 

支店等開設計画書                〔    年  月  日作成〕 

支店等所在地               

１ 支店等開設の動機（支店等開設されるのは、どのような目的、動機からですか。） 
 

 

 

 

２ 経営者の略歴等 

経
営
者
の
略
歴 

年 月 

 

内 容 

  

  

  

  

  

  

  

取 得 資 格 

 

□特になし  □有

（                    ） ３ 取扱商品・サービス 

取 扱 商 品 

サービスの 

内 容 

①                       （売上シェア   ％） 

  

②                       （売上シェア   ％） 

 

③                       （売上シェア   ％） 

 

セ ー ル ス 

ポ イ ン ト 

 

 

 

４ 取引先・取引関係等 

 取引先名 

（所在地等） 
シ ェ ア 

掛 取 引 

の 割 合 
回収・支払の条件 

販
売
先 

 

(                         ) 
％ ％    日〆     日回収 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

仕
入
先 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

外
注
先 

 

(                         ) 
％ ％     日〆     日回収 

ほか    社 ％ ％     日〆     日回収 

人 件 費 の 支 払     日〆   日支払（ボーナスの支給月    月、    月） 

 



５ 従業員 

常勤役員の人数

（法人の方のみ） 
人 

従 業 員 数 

（うち家族） 

人 

（  人） 

パ ー ト ・ 

ア ル バ イ ト 
人 

６ 借入の状況（法人の場合、代表者の方の借り入れ（事業資金を除きます。）） 

借入先名 使途 借入残高 年間返済額 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

 □住宅 □車 □教育 □カード □その他 万円 万円 

７ 必要な資金と調達方法 

必要な資金 金 額 調達の方法 金 額 

設
備
資
金 

店舗、工場、機械、備品、車両な

ど 

（内訳） 

万円 自己資金 万円 

親、兄弟、知人等からの借入 

（内訳・返済方法） 
万円 

市補助金 万円 

運
転
資
金 

商品仕入、経費支払資金など 

（内訳） 
万円 金融機関等からの借入 

（内訳・返済方法） 
万円 

合  計 万円  万円 

８ 事業の見通し（月平均） 

 支店等開設

当初 

軌道に乗った後 

（ 年 月頃） 

売上高、売上原価（仕入高）、経費を計算さ

れた根拠をご記入ください。 

売 上 高 ① 万円 万円 
 

売 上 原 価 ② 

（ 仕 入 高 ） 
万円 万円 

経
費 

人件費
（注） 

万円 万円 

家 賃 万円 万円 

支払利息 万円 万円 

そ の 他 万円 万円 

合 計 ③ 万円 万円 

利 益 

① － ② － ③ 
万円 万円 

（注）個人営業の場合、事業主分は含めません。 

ほかに参考となる資料がございましたら、計画書に添えてご提出ください。 

 



様式第５号（第６条関係） 
 

    年  月  日 
 

高梁市長        様 
 

認定支援機関 

 
住 所 
電話番号 
名 称 
代表者名 

上記の代表者名欄に記入する氏名は、本書を確認する認定   

支援機関の内部規定等により判断してください。       

担当者 

部署名 

氏 名 

連絡先  

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金に係る事業計画書の確認書 
 

 
     年度高梁市地域商業活性化支援事業補助金への申請を下記１．の者が行うに当たり、下
記２．のとおり事業計画の策定支援を行ったこと及び事業計画の実行支援・報告等を行うことにつ
いて確認します。 
なお、本確認書の提出に先立ち、応募者の本人確認及び応募者が暴力団等の反社会的勢力でない

こと及びこれら反社会的勢力と密接な関係を有する者でないことの確認を行っています。 
 

記 
１． 申請者 

氏名・企業名  

住所/電話番号  岡山県高梁市 

 

２． 確認事項 

 項目 主な支援内容 期間・頻度等 

１ 事業計画の策定支

援 

  

２ 補助事業の適正な

実施を含む実施期

間中の支援 

  

３ 補助事業終了後の

フォローアップ 

  

※なお、本確認書は融資の確約を前提としたものではありません。 
※別途、支援内容が確認できる資料があれば、添付いただくことは可能です。 
 

３． 連携している金融機関（本確認書を認定支援機関たる金融機関が記載し、当該金融機関が金

融支援を予定している場合は、記載不要。） 

金融機関名  

住所  

担当者名    

電話番号  

※連携している金融機関との間に締結した覚書等の写しを添付してください。 

 



様式第６号（第７条関係） 

 第   号 

      年   月   日 

 

           様 

 

高梁市長             

 

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付（却下）決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった、    年度高梁市地域商業活性化支援事

業補助金については、高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱第７条により交付する

ことに決定したので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

事  業  名 補助金交付決定額 備  考 

 円  

 

（交付条件） 

１．対象事業の内容を変更するときは、市長の承認を得ること。 

２．対象事業について、市長からの指示に従い実施すること。 

  



様式第７号（第８条関係） 

年  月  日 

 

高梁市長        様 

 

住所              

氏名              

 

 

  高梁市地域商業活性化支援事業補助金変更申請書 

 

 

 年 月 日付け、   第   号で交付決定の通知を受けた   年度高梁市地

域商業活性化支援事業補助金について、下記のとおり変更したいので、高梁市地域商業活性

化支援事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 計画変更の理由 

 

２ 変更の内容 

変  更  前 変  更  後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付書類 

（１）見積書等 

（２）図面等（変更のある場合のみ） 

  



様式第８号（第８条関係） 

  第   号 

      年   月   日 

 

           様 

 

高梁市長             

 

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金変更交付（却下）決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで変更申請のあった、    年度高梁市地域商業活性化支

援事業補助金については、高梁市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱第８条第２項によ

り交付することに決定したので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

事  業  名 
補助金交付決定額 

（変更後） （変更前） 

 円 円 

 

（交付条件） 

１．対象事業の内容を変更するときは、市長の承認を得ること。 

２．対象事業について、市長からの指示に従い実施すること。 

  



様式第９号（第９条関係） 

年  月  日 

 

高梁市長       様 

 

住所 

氏名            

 

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金実績報告書 

 

 

年 月 日付け、   第  号で交付決定の通知を受けた   年度高梁市地域

商業活性化支援事業補助金については、事業が完了したので、高梁市地域商業活性化支援事

業補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の対象となる事業 

 

２ 補助金の交付決定額              円 

 

３ 添付書類 

（１）事業実績書 

（２）収支精算書 

（３）補助対象経費の支払を証する書類 

（４）図面、実績写真 

（５）その他市長が特に必要と認める書類 

  



事業実績書 

事  業  名  

事 業 期 間  

事業内容 

総 事 業 費                        円 

財 

源 

内 

訳 

市補助金                        円 

そ の 他                        円 

備 考 

  



収支精算書 

 

収入の部                              （単位：円） 

項    目 決 算 額 備   考 

   

   

   

計 
  

 

支出の部                              （単位：円） 

項    目 決 算 額 備   考 

   

   

   

計 
  

  



様式第１０号（第１０条関係） 

第      号 

    年   月   日 

 

           様 

 

高梁市長            

 

 

高梁市地域商業活性化支援事業補助金確定通知書 

 

 

     年 月 日付けで実績報告のあった、    年度高梁市地域商業活性化支援事

業補助金については、下記のとおり補助金の額を確定したので、高梁市地域商業活性化支援

事業補助金交付要綱第１０条により通知します。 

 

記 

 

事  業  名 補助金確定額 備  考 

 円  

 


